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仕 様 書 

 

第１ 業務名 

 盛岡市総合計画書作成業務委託 

 

第２ 業務の目的 

   盛岡市のまちづくりの指針となる平成 27年度以降の新しい盛岡市総合計画について，

市民をはじめ各界各層の人や団体等に幅広く理解してもらうため，デザインやレイア

ウトなどを工夫し，より分かりやすい総合計画書等を作成することを目的とする。 

 

第３ 履行期間 

   契約の日から平成 27年３月 27日（金）までとする。 

 

第４ 委託業務内容 

 市民等にも分かりやすい総合計画書（本編・概要版）の作成に係る企画構成，デザ

イン，イラストの作成・加工，写真の加工，編集，図表・グラフ等の作成，校正，印

刷，製本，データ作成等納品までの業務一式。 

なお，業務内容の詳細については，委託者と受託者が協議の上決定するものとする。 

 

１ 企画・デザイン業務 

(1) 企画・デザイン 

   盛岡市総合計画を上記の業務目的に沿うよう，総合計画書（本編・概要版）のデ

ザインやレイアウト等の工夫を行うとともに，イラストや写真などを挿入すること

によって視覚的効果を高めるなど，全般にわたる企画・デザインを行う。 

   なお，ユニバーサルデザイン（色覚バリアフリー等）に配慮したものとする。 

 (2) 総合計画書（本編）の構成 

   総合計画書（本編）の構成については，基本構想，実施計画及び資料編とする。

ただし，必要に応じて項目を追加できるものとする。 

(3) データファイル等の提供 

数値データ等を用いて，分かりやすい図表やグラフを作成するとともに，写真，

イラストなどを挿入するものとし，原則として，数値データ等，写真のデータファ

イルは委託者が提供するものとする。 

なお，データ処理は受託者において行うものとする。 

  ２ 総合計画書（本編・概要版）の印刷・製本及び電子データファイル等の作成 

総合計画書（本編・概要版）について，印刷・製本を行うとともに，盛岡市公式ホ

ームページなど，盛岡市が運営するサイトへ掲載することや納品後に発注者が加筆修

正等を加えることを想定した電子データファイルの作成を行うものとする。 

 ３ 総合計画書（本編・概要版）の電子書籍化 

総合計画書（本編・概要版）について，盛岡市公式ホームページなど，盛岡市が運

営するサイトで提供できるよう、ウェブ環境を用いた電子書籍化を行うものとする。 

 

第５ 成果品 

   受託者は，業務完了の際，速やかに業務の成果品を委託者へ提出する。 

１ 成果品及び提出部数 

(1) 総合計画書（本編） 

別 紙 
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ア 基本構想 

形状：Ａ４判 １部あたり 24ページ程度 

紙質：表紙 マットコート紙  本文 指定しない。ただし，可能な限り環

境に配慮したものとすること。 

印刷：４色刷（フルカラー） 

製本：２穴（穴空け） 

数量：300部 

    イ 実施計画及び資料編 

形状：Ａ４判 １部あたり 184ページ程度 

紙質：表紙 マットコート紙  本文 指定しない。ただし，可能な限り環

境に配慮したものとすること。 

印刷：１色刷（ただし，デザインは４色刷（フルカラー）で行うこと。） 

製本：２穴（穴空け） 

数量：300部 

  (2) 総合計画（概要版） 

形状：Ａ４判 １部あたり 32ページ程度 

紙質：マットコート紙 

印刷：４色刷（フルカラー） 

製本：中とじ，針金 

数量：5,000部 

 (3) 電子データファイル 

ＣＤ-ＲＯＭ  １部 

 ２ 成果品の納入場所 

   盛岡市市長公室企画調整課 

 ３ 成果品の帰属 

   成果品の管理及び権利の帰属は，全て委託者のものとし，委託者が承諾した場合を

除き，受託者は成果品を公表してはならない。 

 

第６ その他 

１ 委託業務の実施に当たっては，第三者（委託者及び受託者以外の者）が所有するイ

ラスト，写真等を使用する場合は，受託者の責任において著作権処理等を行うものと

する。 

２ 委託業務において受託者が制作したデータやイラスト等の著作権は委託者に帰属す

るものとする。 

 ３ 委託業務において必要となる委託者の資料については，無償で受託者に貸与するも

のとする。 

４ 受託者は，貸与された委託者の資料等の取り扱いについては，善良な管理者として

の注意を払わなければならないものとする。また，業務が終了した場合，その他合理

的な理由により委託者が返却を要求した場合，貸与された資料等を速やかに委託者に

返却するものとする。 

５ 委託業務の実施に当たっては，契約時に定める現場責任者が，責任を持って指示及

び管理・運営を行うものとする。 

６ この仕様書に定めるもののほか，業務の実施に関し必要な事項は，委託者と受託者

が協議して決定する。 


